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○地域公共ネットワークの整備・相互接続、住民アクセスの確保を進め、アプリケーションを全国的に展開

○電子自治体の構築、レガシー改革を一体的に遂行＝「自治体情報システムの抜本改革」

　　　① 共同アウトソーシングの推進による効率的な電子自治体の構築の推進

　　　② 電子自治体構築に向けた柔軟なシステム体系の構築

　　　③ 汎用機コスト削減による電子自治体構築経費の捻出

○地域情報化推進体制の構築

◆レガシー改革、汎用機のダウン
　サイジング
・レガシーシステム改修の困難性
　⇒昭和40年代、50年代のシステム
　　がいまだ稼動
・汎用機の高コスト構造
　⇒シングルベンダ、
　　稼働率が下がりオーバースペックに
・電子自治体への対応困難
　⇒拡張性に問題

◆行政の情報化

・電子申請、電子調達等の推進

　（認証基盤、決済基盤等の活

　用を含む）

・フロントエンド・システムと

　バックエンドシステムの連携

　⇒どちらかというと業務効率化に

　　重点（ＥＲＰ類似）

◆地域の情報化
・教育、医療、防災、産業、観光振興、
　住民参加、図書、施設予約など幅広い
　分野で情報化

◆地域公共ネットワークの整備
・都道府県情報ハイウェイ
　　　　　　38団体（80.9％）
・市町村ネットワーク
　　　　 1,962団体（62.8％）

◆住民アクセスの確保
・ブロードバンド、CATV、地上デジタル、
　携帯などﾞ
　　⇒住民利便性向上に大きな期待

電子自治体の構築

　施

　策

（Ｗｈａｔ）

　課

　題

（Ｗｈｙ）

◆地域情報化の俯瞰
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◆ＩＣＴによる地域課題の解決（参考）
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はじめに ＞＞

●学校・家庭間の情報共有

●インターネット調べ学習

●教育用コンテンツの収集・

　提供

●遠隔授業（大学、高校etc）

●遠隔画像診断、病院、診療所に

　よる高度医療実施

●電子カルテの地域共有

●在宅患者の病状の遠隔モニタ

●歴史的・文化的な遺産や伝統

　行事等のアーカイブ化

●農産物のトレーサビリティ

●地場産品のｅ-マーケット

　販売

●電子町内会による情報共有、

　住民の意見提出

●電子投票の実施

●ＧＩＳを使った観光地のナビや

　観光案内の実施

●被災映像等の災害情報収集と

　関係機関間の共有

●住民に対し、CATV、地上

　デジタル、インターネット、

　携帯電話などを用い情報提供

●電子申請（認証・課金）による

　申請

●電子調達の実施

●行政効率化（庶務事務の

　発信源入力など）

防　災

教　育

医　療

行　政
産　業 観　光

住民参加 文　化

地域情報化の推進
体制の構築

地域情報化の推進
体制の構築

アプリケー ショ
ン展開

アプリケー ショ
ン展開

ユビキタス・ネッ
トワークの構築

ユビキタス・ネッ
トワークの構築

◆地域情報化の施策体系

地域情報化
の推進

地域情報化
の推進

●ＣＡＴＶ、加入者系回線の整備促進と地域公共ネット
　ワークの開放（Ⅱ－①）

○地域公共ネットワークの役割明確化（Ⅱ－①）

●地域公共ネットワークを接続する全国公共ブロードバンド
ネットワークの構築と公共ネットワーク共通基盤の整備
（次世代地域情報プラットフォーム）（Ⅰ－②、③）

●次世代地域情報プラットフォームの開発・構築（Ⅰ－②）

○レガシー・システムの改革・汎用機のサーバ化（Ⅱ－③）

○防災・医療・教育などの分野での共同構築・運用
　　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅰ－③、Ⅱ－②）
●地域情報化ナレッジ・ベースによる支援（Ⅰ－⑥）

条件不利地域での住
民アクセス網構築

条件不利地域での住
民アクセス網構築

公共ネットワークの
全国整備

公共ネットワークの
全国整備

地域アプリケーショ
ンの基盤整備

地域アプリケーショ
ンの基盤整備

アプリケーションの
整備促進

アプリケーションの
整備促進

○ＮＰＯ等の成功モデルの提示（別途）

●地域ＣＩＯ育成教育の実施（Ⅰ－⑤）

○地方総合通信局の取組み強化とブロック別推進体制構築
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱ－④）

○国・地方・ＩＣＴ企業などによる全国体制の構築
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱ－④）

住民等の参画強化住民等の参画強化

地域の体制強化地域の体制強化

地域を越えた全国的
な連携

地域を越えた全国的
な連携

●中間報告提言事項　○最終報告に向け検討すべき事項
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●国・地方連携システムの構築（Ⅰ－④）

●共同アウトソーシングの推進（Ⅰ－①）



Ⅰ　中間報告に基づく取組みⅠ　中間報告に基づく取組み
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A市

ハードウェア提供企業ハードウェア提供企業

ソフトウェア提供企業ソフトウェア提供企業

データセンター
(各都道府県に1～2カ所)
設置・運営：地元IT企業

データセンター
(各都道府県に1～2カ所)
設置・運営：地元IT企業

連　携連　携

アウトソーシング

大学・試験研究機関等

・人材・研究成果の提供　等

大学・試験研究機関等

・人材・研究成果の提供　等

専門的コンサルティング等

・専門的知識の提供

専門的コンサルティング等

・専門的知識の提供

標準化・共同化

B町 C村

フロント

システム

電子申請電子申請

電子調達電子調達

情報公開情報公開

ｻｰﾋﾞｽ提供装置

文書管理

システム

文書交換

庶
務
事
務

庶
務
事
務

ナ
レ
ッ
ジ

ナ
レ
ッ
ジ

電
子
決
裁

電
子
決
裁

ワークフローワークフロー

税務税務

人事給与人事給与

財務会計財務会計

共通基盤

○システムの仕様が公開され、標準的
　な技術を利用

○地域の企業が受注可能な発注単位に

　分割

○業務・システム全体を徹底的に可視

　化し、最適な視点から設計・管理

目指すべき姿

業務処理を行うサーバの管理、ソフト

の不具合に対応した修正等の保守及び

外部からの不正な攻撃等に対する安全

対策等を共同で行うことにより、大幅

な経費削減と高い水準での運用が可能

3つの目標

① 住民サービスの質的向上

② 地方公共団体における経費削減と業務改革

③ IT関連地場産業をはじめとする新需要創出
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Ⅰ-① 共同アウトソーシングの推進＞＞

◆共同アウトソーシングの概要①



・地方公共団体における情報システム構築の現状としては、
①各地方公共団体が個別に電算システムを構築している
②電算システムの開発・管理・保守、セキュリティ対策等
が業者任せとなっているところが少なくない
といった点が挙げられる。

・こうした現状によって、
①個別にシステムを構築しているため、高コストとなって
いる
②小規模団体においては、財政面・人材面での制約が大き
く、サーバの管理、ソフトの不具合に対応した修正等の保
守、セキュリティ対策等が必ずしも十分にできていない
③単純にシステムを統合・大規模化すると、大手業者が独
占的に受注し、地元業者は参入の機会を失うこととなる
等の問題が生じているところである。

・そこで、電子自治体の推進にあたって有効なツールと考
えられるのが、共同アウトソーシングである。複数の自治
体が共同して電子自治体業務の外部委託（アウトソーシン
グ）を行うことにより、民間のノウハウも活用し、低コス
トで高いセキュリティ水準のもと共同データセンターにお
いて情報システムの運用を行うものである。

・共同アウトソーシングを行うことによって、
①単独運用に比べた場合、割り勘効果によるシステム運用
コストの削減
②データセンターの運営等を行う地元ＩＴ企業を中心に、
通信サービスの提供、ネットワークの保守・運用、メンテ
ナンス、物流サービス等、さらには職員の教育・訓練等に
ついて地元で相当の需要効果を創出することに伴う地域経
済の活性化
③共同アウトソーシングによる電子自治体の実現を契機に、
資料作成等の間接業務の削減により内部管理業務を効率化
し、資源（財源、人材）の住民サービス業務への移行を図
ることに伴う住民サービスの向上と業務改革の推進
等の様々な効果が見込まれるところである。

・特に業務改革の推進については、情報システムの共同化
にあたって今まで各自治体の行っていた業務をバラバラの
まま共同システムに持ち込めば、膨大な個別のカスタマイ
ズが必要になりコストが割高になってしまうため、あらか
じめ各自治体で行われていた業務を共同化・標準化するこ
とが大きなポイントになる。

・この共同化・標準化を行う過程における徹底した業務の
効率化に向けた見直し作業が、業務改革の契機になると考
えられる。各自治体の業務内容をつき合わせて、無駄な部
分は削減、そして残った部分も出来る限り効率化を図るこ
とにより、システムの効果的な共同運用が可能となるもの
である。
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◆共同アウトソーシングの概要②

○統合連携システム

　北海道、富山県、鳥取県、福岡県

○電子申請受付システム　　　　　　

　汎用受付全般：熊本県

　付加的機能：

　　東京都（本人確認、代理申請、添付書類の追加等

　　石川県（高齢者・障害者等、各人の要望に応じた画面機

　　　　　　能）

　　兵庫県（決済基盤との連携）

　　鹿児島県（ライフステージに対応した画面機能）

○業務進行支援システム

　文書管理全般：京都府

　付加的機能：

　　徳島県（分散バックアップシステム）

　　佐賀県（人事給与システムと連携した職員認証システム）

○個別アプリケーション

　　岐阜県（電子入札）

　　静岡県（電子調達）

　　岩手県（福祉等住民サービス）

　○財務会計システム　　　

　　　福岡県（財務総合、予算編成、予算執行）

　　　山形県（歳入／歳出、執行管理）

　　　静岡県（歳計外、執行管理、資金管理、財産管理）

　　　徳島県（決算管理、管理会計）

　○人事給与システム　

　　　岐阜県（人事総合、職員情報、採用・任用、研修）

　　　佐賀県（勤怠管理、統計）

　　　岡山県（給与、諸手当）

　○庶務システム　

　　　京都府（庶務総合、旅費管理）

　　　和歌山県（諸手続）

　○大規模システムの事前業務洗出し　

　　　高知県（住基関連等）

　　　徳島県（税・福祉関連等）

平成１５年度 平成１６年度

　○公有財産管理　

　　　函館市、室蘭市、弘前市

　 ○公営住宅管理　　

　　　水沢市、花巻市、北上市

　 ○統合型ＧＩＳ

　　　浦安市、市川市、船橋市、松戸市、市原市、君津市、

　　　木更津市
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◆共同アウトソーシング事業におけるアプリケーション開発



◆次世代地域情報プラットフォームの目的

●ICTのTCO（Total Cost of Ownership)を削減して、ICTの導入を促進すること

　　TCOの高い要因の例：

　　レガシーシステムの存在、特定ベンダへの依存、個別団体による開発・運用、システム機能・データの重複　など

●ICTの導入・活用による効果を高めること

　　効果の低い要因の例：

　　業務プロセスそのものの非効率性、異なるシステム間の連携の困難さ、付加価値のある一体的サービス構築の困難さ　など

ICTを用いた地域課題の解決による地域の持続的な発展

　１）地域住民の生活利便性や満足度の向上

　　　　　例：行政、民間、官民連携のICTサービス／ICTを活用した社会参画、地域貢献、生涯学習などの自己実現

　２）地域における活動コストの削減

　　　　　例：情報システムの構築・運用コスト削減／業務最適化・業務効率化／ICTサービスによる移動・機会コスト削減

　３）地域における新たな価値や雇用の創出

　　　　　例：地域ICT企業の事業拡大（地域内市場、域外展開）／地域内の住民、企業、団体等の接点拡大による価値創出
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Ⅰ-② 次世代地域情報プラットフォームの構築＞＞

◆プラットフォームのコンセプト

プラットフォーム
運用体制

プラットフォーム
運用体制

次世代地域情報プラットフォーム
次世代地域情報プラットフォーム

標準仕様書 標準仕様書に基づく
サンプルシステムＢＲＭ

ＤＲＭ

ＳＲＭ

ＴＲＭ

システム
構成方法 業

務

シ
ス
テ
ム

連携基盤

地方公共団体をはじめ地域に存在するすべての情報システムの自由自在な連携や組み替えを実現するシステム構築・連
携手法の標準化
※標準に沿ったシステム（システム連携基盤および連携基盤上で稼働する各種業務システム）は、共同構築やＩＣＴベンダなどにより提供

地方公共団体をはじめ地域に存在するすべての情報システムの自由自在な連携や組み替えを実現するシステム構築・連
携手法の標準化
※標準に沿ったシステム（システム連携基盤および連携基盤上で稼働する各種業務システム）は、共同構築やＩＣＴベンダなどにより提供

複数組織のサービス組合せによる新たなサービス創出複数組織のサービス組合せによる新たなサービス創出

Ａ市システム

業
務

シ
ス
テ
ム

連携基盤

Ｂ市システム

業
務

シ
ス
テ
ム

連携基盤

Ｃ町システム

業
務

シ
ス
テ
ム

連携基盤

○○地域iDCなど

ポ
ー
タ
ル

シ
ス
テ
ム

連携基盤

民間企業Ｘ

連
携
用

シ
ス
テ
ム

業
務

シ
ス
テ
ム

公営企業Ｙ

地
域
住
民
・
企
業
な
ど

総務省事業により開発

開発したプラットフォーム
の運用体制についても検討

地
域
の
各
組
織
が
持
つ
シ
ス
テ
ム

機
能
を
活
用
し
た
、
新
た
な
Ｉ
Ｃ

Ｔ
サ
ー
ビ
ス

（
例
え
ば
、
引
越
し
・
出
生
な
ど

　

に
伴
う
各
種
サ
ー
ビ
ス
）

実証実験用、ＩＣＴベン
ダへのサンプル提供、ベ
ンダ等製品の仕様適合試
験用などに使用

共同構築やＩＣＴベンダなどによる
プラットフォームに基づいた「システム連携基盤
および連携基盤上で稼働する各種業務システム」

の構築、供給

共同構築やＩＣＴベンダなどによる
プラットフォームに基づいた「システム連携基盤
および連携基盤上で稼働する各種業務システム」

の構築、供給

提
供
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
連
携
基
盤
や
各
種
業
務
シ
ス
テ
ム

の
中
か
ら
、
地
域
側
で
良
い
も
の
を
取
捨
選
択

提
供
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
連
携
基
盤
や
各
種
業
務
シ
ス
テ
ム

の
中
か
ら
、
地
域
側
で
良
い
も
の
を
取
捨
選
択
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業
務

シ
ス
テ
ム
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◆併せて期待される効果

２）マルチベンダ化

○○業務向けサービス

Aシステム
（X社製）

Bシステム
（X社製）

Cシステム
（X社製）

機能A 機能B 機能C

新
Bシステム
（Y社製）

機能B

新
Bシステム
（X社製）

機能B

新
Bシステム
（Z社製）

機能B

どのベンダの製品にも置き換え可能

ベンダ間の競争環境を確保することで
「安くて良いもの」が調達できる

３）レガシーのオープン化

Ｐ県

オープンシステム

Aシステム Bシステム

機能A 機能B

レガシーシステム（汎用機）

Ｃシステム

機能Ｃ

レガシーシステム内の機能
（スパゲティ状態）

１）アウトソーシング

共同アウトソーシングなど

Ｐ県

ＡＳＰ
サービス

○○業務向けサービス　　　　　　　　

Aシステム Bシステム

機能A 機能B

△△業務向けサービス　　　　　　　　　　

Dシステム

機能D

Eシステム

機能E

機能C

Ｃシステム

機能Ｃ

Ｃ‘システム

機能Ｃ

機能Ｂ＋機能Ｃ

インハウスのシステムとの連携が
可能となり共同利用を促進できる

機能をオープンシステムへ切出し

11

レガシーシステムをオープン化しても
容易にデータ連携が可能となる

（共同アウトソーシングなど）

Ⅰ-② 次世代地域情報プラットフォームの構築＞＞

◆次世代地域情報プラットフォームにより実現できること

Ⅰ-② 次世代地域情報プラットフォームの構築＞＞

12



ＧＩＳ
データベース

統合
データベース

業務システム群 共通基盤システム群

【業務システム】
業務に必要な機能を提供する。
個別業務に固有の機能と、複数の業務
に共通の機能に大別される。

【共通基盤システム】

業務システムの機能以外
の、システムの稼動に必
要な機能を提供する。個別業務システム 業務共通システム

文
書
決
裁

文
書
決
裁

福
祉

福
祉

職
員
認
証

職
員
認
証

　

公
的

　
　

個
人
認
証

　

公
的

　
　

個
人
認
証

　

マ
ル
チ

　
　

ペ
イ
メ
ン
ト

　

マ
ル
チ

　
　

ペ
イ
メ
ン
ト

【統合データベース、GISデータベース】
業務システムが共通で利用するデータベース。

個別業務システムごとにデータを散在させないことで、業
務システム間でのデータ連携を容易にする。

併せて個人情報などのデータの物理的管理を容易

　にする。

… ……

住民ポータル 職員ポータル

【住民ポータル】

住民サービスのワンス
トップ化を実現

【職員ポータル】

職員事務のユーザイン
ターフェイス統一を実現

権限に応じて必要な
機能が利用可能に

…

Ｗｅｂサービス連携機能Ｗｅｂサービス連携機能Ｗｅｂサービス連携機能

業務プロセス管理機能（接続したシステムを超えて順次情報処理を実施）

業務プロセス1 業務プロセス2 業務プロセス3

情報システム間の接続、インターフェイス、ＸＭＬスキーマ（意味情報）

防
災

防
災

【Webサービス連携機能】

業務システム、共通基盤システム、統合データベースの
間の連携を制御・管理する。
業務システムの自動的な連携や、複数手続きのワンストッ
プサービス等を実現する。

住民 職員

<業務系> <情報系>

一元的にアクセス 一元的にアクセス

◆自治体業務システムへの適用イメージ

税
務

税
務

住
民
登
録

住
民
登
録
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文
書
管
理

文
書
管
理

情
報
公
開

情
報
公
開

電
子
申
請

電
子
申
請

施
設
予
約

施
設
予
約

・次世代地域情報プラットフォーム･･･システムをネットワークで接続し、全体を一体的・
動的サービスとして構築するための標準仕様

　　　　　　　　　　　　　　　　　（なるべく自己開発しないシステム構築）

Ⅰ-② 次世代地域情報プラットフォームの構築＞＞

◆次世代地域情報プラットフォーム・フレームワーク

３．データの標準化 ＜データ参照モデル＞
　システム内・システム間のデータを標準化（データ項目辞書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．データの標準化 ＜データ参照モデル＞
　システム内・システム間のデータを標準化（データ項目辞書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．システムの構成単位（粒度）の標準化 ＜サービス参照モデル＞
　①県・市毎のシステム体系、②各システムの全体の機能、③各システムの個別機能の構成単位（粒度）を標準化
　 ④官民連携について連携の大枠を設定（予め設定できるもの、自主的に定めるもの）　　

１．システムの構成単位（粒度）の標準化 ＜サービス参照モデル＞
　①県・市毎のシステム体系、②各システムの全体の機能、③各システムの個別機能の構成単位（粒度）を標準化
　 ④官民連携について連携の大枠を設定（予め設定できるもの、自主的に定めるもの）　　

２．業務の手順（業務プロセス）の標準化 ＜業務参照モデル＞
　システム内・システム間の処理の手順を標準化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＜システム内プロセス、システム間プロセス＞

２．業務の手順（業務プロセス）の標準化 ＜業務参照モデル＞
　システム内・システム間の処理の手順を標準化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＜システム内プロセス、システム間プロセス＞

４．システム連携技術の標準化 ＜技術参照モデル＞
　プラットフォーム上で利用するシステム連携技術を標準化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・ＷｅｂサービスやＸＭＬなど、特定のベンダーやＯＳに依存しない技術規格を採用・開発
　・システム連携で必要となる、アクセス管理、トランザクション管理、セキュリティなどの機能を標準化

４．システム連携技術の標準化 ＜技術参照モデル＞
　プラットフォーム上で利用するシステム連携技術を標準化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・ＷｅｂサービスやＸＭＬなど、特定のベンダーやＯＳに依存しない技術規格を採用・開発
　・システム連携で必要となる、アクセス管理、トランザクション管理、セキュリティなどの機能を標準化

次世代地域情報プラットフォームの目的
　①　ワンストップ・サービスの実現
　②　異なるベンダ間を含めたシステム移行性（機能移行・データ移行）の向上、
　③　コンポーネント再利用の促進
　④　その他、全体最適を目指した標準化（システム開発に役立つ「参照モデル」の提供（ＥＡ））

次世代地域情報プラットフォームの目的
　①　ワンストップ・サービスの実現
　②　異なるベンダ間を含めたシステム移行性（機能移行・データ移行）の向上、
　③　コンポーネント再利用の促進
　④　その他、全体最適を目指した標準化（システム開発に役立つ「参照モデル」の提供（ＥＡ））

○システム間のインターフェイスの標準化
　システムの外部との接続に必要となる、①情報処理の起動方法、②やりとりするデータの形式の仕様を標準化

○システム間のインターフェイスの標準化
　システムの外部との接続に必要となる、①情報処理の起動方法、②やりとりするデータの形式の仕様を標準化

14

○データのＸＭＬスキーマ（意味情報）の標準化○データのＸＭＬスキーマ（意味情報）の標準化

(成果物)

○統合データベースの標準化（データの範囲など）○統合データベースの標準化（データの範囲など）

Ⅰ-② 次世代地域情報プラットフォームの構築＞＞
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指定都市情報管理事務主管者会議で議論　９月３０日　９月３０日

データ標準化ＷＧ第１回会合　事務局：自治政策課と地方情報化推進室
（地方自治体のシステム構築のあり方に関する検討会のＷＧ）

１１月３０日１１月３０日

東京都特別区電子計算主管課長会で議論　９月２９日　９月２９日

都道府県ＣＩＯフォーラムで議論　８月２６･２７日　８月２６･２７日

「次世代地域情報プラットフォーム」に関する勉強会

（都道府県３４団体、市区２１団体が参画）

　６月２５日　６月２５日

政府ＩＴ戦略本部で決定された「e-Japan重点計画２００４」で、

「加速化５分野」の一環として「Webサービス技術の活用による

地域におけるシステム改革」を位置付け

　６月１５日　６月１５日

全国市長会電子自治体推進専門部会世話人会で議論　６月　４日　６月　４日

全国知事会情報化推進対策特別委員会幹事会で議論　５月２６日　５月２６日

経済財政諮問会議で発表された「麻生プラン」で明示的に言及　５月１１日　５月１１日

「地域における情報化の推進に関する検討会」（齊藤忠夫座長）

中間報告で提案

　４月２７日　４月２７日

◆次世代地域情報プラットフォームに関する経緯と今後の予定

・平成１７年度予算要求中

・平成１７年度に「次世代地域情報プラットフォームＶｅｒ．０（市町村）」、平成１８年度に「同Ｖｅｒ．１（市町村

＋都道府県）」、平成１９年度に「同Ｖｅｒ．２（民間への拡張）」を策定・公表予定

Ⅰ-② 次世代地域情報プラットフォームの構築＞＞

◆『Webサービス技術』による情報システム接続に必要な事項（参考）

要要 求求 側側 のの
管管 理理 者者

＋

要要 求求 側側
シシ スス テテ ムム

②実装②実装

提提 供供 側側 のの
管管 理理 者者

＋

提提 供供 側側
シシ スス テテ ムム

②実装②実装

＋

意味情報意味情報
（（XMLXMLタグ）タグ）

提供側

インターインター
フェース仕様フェース仕様

①合意①合意

③対話③対話

※インターフェイス：外部との接点を持つ切口に関する仕様※インターフェイス：外部との接点を持つ切口に関する仕様

　　　　　　（ミドルウェアや開発言語に依存しないもの）　　　　　　（ミドルウェアや開発言語に依存しないもの）
・「提供システム」の情報処理を遠隔で起動する方式・「提供システム」の情報処理を遠隔で起動する方式
・「要求システム」から送付された情報のデータ形式・「要求システム」から送付された情報のデータ形式
・「提供システム」から返された情報のデータ形式・「提供システム」から返された情報のデータ形式

Ⅰ、「提供側システム」が情
　　報処理を開始
Ⅱ、「要求側システム」から　
　　送付された情報を「提供
　　側システム」が受け取る

Ⅲ、「提供側システム」が送
　　付された情報の意味を理
　　解する　　

Ⅳ、「提供側システム」から
　　返された情報を「要求側
　　システム」が受け取る

Ⅴ、「要求側システム」が返
　　された情報の意味を理解
　　する

情
報
の
入
力

情
報
の
出
力

（
四
則
演
算
な
ど
）

情
報
処
理

（参考）情報システムの基本

ＸＭＬタグ
<名前>総務太郎</名前>

ＸＭＬタグ
<名前>総務太郎</名前>

システム間の「対話」の手順
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要求側
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平成１５年７月

合計　３，２０７団体（１００％）
※　市町村数については、合併により、平成１６年７月１日現在で３，１２２団体に減少。

平成１６年７月

①　ネットワークを
整備済

１，７５９団体
（54.9％）

③　整備計画なし

５４０団体
（16.8％）

②　整備計画を策定済
　今後、２００５年度までに

　　ネットワークを整備予定
９０８団体
（28.3％）

合計　３，１２２団体（１００％）

①　ネットワークを
整備済

１，９６２団体
（62.8％）

②　整備計画を策定済
今後、２００５年度までに

　ネットワークを整備予定
１０２０団体
（32.7％）

100% 19.1% 80.9% 

47団体9団体38団体

合計検討中・未定整備済

整備団体数 6１3１4３０２

１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度

※整備年度別

内訳は・・・

市町村公共ネットワークの整備状況

　都道府県情報ハイウェイの整備状況（平成１６年４月現在）

③整備計画なし
１４０団体
（4.5％）

（注）
直近３カ年の整備数：３３団体
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸでの整備：２０団体
市町村と接続：１８団体
　（今後は１６団体が予定）

◆公共ネットワークの整備状況
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Ⅰ-③ 全国公共ブロードバンドネットワークの展開（防災アプリ）＞＞

（１）相互接続に係る標準化
　　①異なるネットワーク間の接続（インターフェース）　　　　
　　②柔軟なルーティング（経路設定）
　　③データ伝送の高信頼性の確保　　　　　　　
　　④マルチキャスト（いわゆる放送型通信）
　　⑤帯域保証（優先制御）

（１）相互接続に係る標準化
　　①異なるネットワーク間の接続（インターフェース）　　　　
　　②柔軟なルーティング（経路設定）
　　③データ伝送の高信頼性の確保　　　　　　　
　　④マルチキャスト（いわゆる放送型通信）
　　⑤帯域保証（優先制御）

◆公共ネットワークの接続において想定される課題の解決方策（１）

Ⅰ-③ 全国公共ブロードバンドネットワークの展開（防災アプリ）＞＞
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（２）ネットワーク共通基盤に係る標準化
　　①データフォーマットに係る標準化
　　②データの活用に係る標準化　　　　　　　　
　　③運用に係る標準化

（２）ネットワーク共通基盤に係る標準化
　　①データフォーマットに係る標準化
　　②データの活用に係る標準化　　　　　　　　
　　③運用に係る標準化

◆公共ネットワークの接続において想定される課題の解決方策（２）

Ⅰ-③ 全国公共ブロードバンドネットワークの展開（防災アプリ）＞＞

19

◆防災アプリケーションの将来イメージ

Ⅰ-③ 全国公共ブロードバンドネットワークの展開（防災アプリ）＞＞

20



連携システム連携システム
管理サーバ管理サーバ

<効果>

・常に双方で最新状態の文書にアクセス可能

・データ受け渡しの際の再入力等の作業軽減を可能とし、また、

　再入力による誤りの防止にもつながり、業務の省力化に資する

・バックアップの分散化を図ることができ、危機管理上も有益

連携文書管理

連携ワークフロー

AA団体団体

DBDB

文書管理文書管理XX
エ
｜
ジ
ェ
ン
ト

ββ府省府省

DBDB

文書管理文書管理ψψ

エ
｜
ジ
ェ
ン
ト

地方公共団体

αα府省府省

国の各府省

DBDB

霞が関WANLGWAN

<目的>

国と地方公共団体間の情報交換を円滑に進めるための

データ交換の手法(XMLタグの標準化及び文字コード

の統一化)の検討を行い、その成果を踏まえてエージェ

ント等の開発を行う。

<目的>

国・地方公共団体を通じた業務の手順(ワークフロー)

をパターン化して自動化するシステムを検討する。

　・業務毎にコードを設定

　・回答の要否、市町村送付の要否、添付資料の有無等

　　の基準によるパターン分け

<効果>

・手続の進行手順の明確化により、適切な進行を確保

・受け手側で組織と事務分掌に応じたコード設定により、適切な

　担当部署への自動送付が可能に

・これらにより、処理期間の短縮等住民サービスが向上

BB団体団体 エ
｜
ジ
ェ
ン
トDBDB

文書管理文書管理YY

エ
｜
ジ
ェ
ン
ト

文書管理文書管理χχ
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Ⅰ-④ 国・地方連携システムの構築＞＞

◆国・地方連携システムの概要①

地方公共団体の苦悩

　　　・類似内容の照会の繰り返し
　　　・複数省庁からの同内容の照会
　　　・事務手続の進行手順の不統一
　　　・照会～回答までの時間的ロス

市町村

国（Ａ省）
国（Ｄ省Ｅ局）

報告依頼
（FD）

調査依頼
（Eﾒｰﾙ）

国（Ｂ省）
国（Ｃ庁）

現況調査
依頼

事例照会

実態調査
依頼（紙）

都道府県

メディアの不統一 進行手順の不統一

22

Ⅰ-④ 国・地方連携システムの構築＞＞

◆国・地方連携システムの概要②



・国・地方連携システムの構築については、平成１５年１０月２４日に開催された第１回電

子行政推進国・地方公共団体協議会における議論を受けて、平成１６年度予算において調　

査・研究に要する経費が措置されたところ。

・また、「府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システム並びに担当府省につい

て」（平成１６年２月１０日 各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定)により、総

務省においては平成１７年度末までのできる限り早期に「地方公共団体に対する報告徴集業

務」に関する最適化計画を作成することとされた。

・最適化計画を作成するためには、各府省が地方公共団体に対して実施している報告徴収業

務の実態を把握し、重複したり必要性の希薄な報告徴収業務の統廃合を実施することが必要

であるが、更に、従来から「紙」媒体で行われている報告徴収業務を電子化し、重複入力の

抑制、データの国と地方公共団体間での共有、データの二次利用等による業務の迅速化・効

率化を目指さなければならない。

・業務処理過程における国・地方の連携を図るため、霞が関ＷＡＮとＬＧＷＡＮを利用した

国と地方公共団体間の情報交換を円滑に進めるためのデータ交換の手法（ワークフロー、

XMLタグの標準化や文字コードの統一等）の検討を行い、その成果を踏まえて国・地方公

共団体間におけるデータ共有システムの開発を行うものである。
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Ⅰ-④ 国・地方連携システムの構築＞＞

◆国・地方連携システムの概要③

◆自治体ＳＥが当面する課題と必要な教育内容

○○ システム開発に当たり、業務とシステムの両方に精通した職員が少なく、要求仕様書の内容が不十分。システム開発に当たり、業務とシステムの両方に精通した職員が少なく、要求仕様書の内容が不十分。

○○ レガシーシステムの知識や経験だけでは新技術を用いたシステム開発において業者との交渉が困難。レガシーシステムの知識や経験だけでは新技術を用いたシステム開発において業者との交渉が困難。

○○ 情報技術やベンダーとのやり取りに関する知識・経験の不足から、ベンダー主導の開発となりがちであり、情報技術やベンダーとのやり取りに関する知識・経験の不足から、ベンダー主導の開発となりがちであり、

　「情報化投資の増大」「必要性の低い機能の付加」「効果の不確かなシステムの導入」などの問題が発生。　「情報化投資の増大」「必要性の低い機能の付加」「効果の不確かなシステムの導入」などの問題が発生。

　　（政令指定都市・特別区アンケート〈平成１６年１２月〉より）

自
治
体
Ｓ
Ｅ
の
関
与
度

過去 現在

大型汎用機大型汎用機

クライアントクライアント
サーバサーバ

WebWebアプリアプリ

委託
Visual BASIC等の
非COBOLによる開発

＜技術動向と自治体ＳＥの関与＞＜技術動向と自治体ＳＥの関与＞

　自己開発
〔主にCOBOLで開発〕

　自己開発
〔主にCOBOLで開発〕

　委託　
　Java等による開発が
　主流になりつつある

オープン化オープン化

○○ 業務プロセスの改善（業務プロセスの改善（BPRBPR））を併せて実現するようにＩＣＴ化する。を併せて実現するようにＩＣＴ化する。（設計力）（設計力）

○○ 基礎的ＩＣＴ技術及び最新ＩＣＴ技術等の知識を身につける。基礎的ＩＣＴ技術及び最新ＩＣＴ技術等の知識を身につける。（技術力）（技術力）

○○ 情報システム開発プロジェクトを管理する。情報システム開発プロジェクトを管理する。（推進力）（推進力）

以上のような知識の習得のための、実践的なカリキュラム、テキストを作成し、研修を行う。実践的なカリキュラム、テキストを作成し、研修を行う。
また、効果的な学習手法として、基礎的な部分にｅまた、効果的な学習手法として、基礎的な部分にｅ--ラーニングを活用する。ラーニングを活用する。

・委託により自治体ＳＥが質・
　量ともに減少
・今後は、COBOLによるアプ
　リ開発のスキルだけでは不十分

　課　題　　課　題　

必要な教育内容　必要な教育内容　
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Ⅰ－⑤ 地域情報化における高度ＩＣＴ人材育成＞＞

平成元年



◆研修の概要

項　目 概　　　要

技術力技術力

設計力設計力

推進力推進力

→→業務改善とシステム化業務改善とシステム化

　・業務フロー図の作成手法

　・業務フロー図を用いた業務改革（ＢＰＲ）及び新業務設計演習

　・業務設計に基づく要求仕様書（ＲＦＰ）作成等

→→プロジェクトマネージメントプロジェクトマネージメント

　・プロジェクト計画書作成

　・工程・成果物管理手法

　・変更管理手法

→→新たな新たなITIT技術知識の習得技術知識の習得

　・Ｗｅｂサービス技術、次世代地域情報プラットフォーム技術等のアプリ　

　　ケーションアーキテクチャ

　・インターネット、ファイアウォール等のネットワーク技術

　・ＯＳ、プログラミング等のソフトウェア技術

　・コンピュータ、ストレージ等のハードウェア技術

など

など

など

　自治体が抱える特有の課題を中心に、自治体ＳＥが発注者の立場でどのようにシステム構築　自治体が抱える特有の課題を中心に、自治体ＳＥが発注者の立場でどのようにシステム構築
に関与するか（設計・プロジェクト管理など）、どのように利害関係者とコミュニケーションに関与するか（設計・プロジェクト管理など）、どのように利害関係者とコミュニケーション
を行うかとの観点で、実践的な研修プログラムを作成する。また、実際に自治体で行われた、を行うかとの観点で、実践的な研修プログラムを作成する。また、実際に自治体で行われた、
さまざまな成功事例をもとにしたケーススタディを行う。さまざまな成功事例をもとにしたケーススタディを行う。
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Ⅰ－⑤ 地域情報化における高度ＩＣＴ人材育成＞＞

◆人材育成の研修教材等

Ⅰ－⑥ 地域情報化ナレッジマネジメントシステム＞＞

◆ナレッジマネジメントシステムの概要

事例
自治体業務改革(BPR)

レガシー改革

ＲＦＰの実例

自治体

業務

システム

事例

無線活用

離島アクセス

センター施設等のあり方

住民アクセス網とバック　
ボーンの確保

地域公共
ネットワー
クのイン
フラ整備

事例
地域のＩＣＴ産業育成

住民の情報リテラシー向上
その他

事例

教育

医療・福祉

防災

産業振興

観光

住民参加

地域

情報化

アプリ
ケーション

タイプ項目例分野

eーラーニ
ング教材

研修教材

業務フロー図の作成手法

業務設計に基づく要求仕様書作成

調達仕様の作成

（設計力）

eーラーニ
ング教材

研修教材

プロジェクト計画書作成

スケジュール管理

プロジェクト

管理

（推進力）

eーラーニ
ング教材

研修教材

Web技術

インターネット、ファイアウォール

ＩＣＴ知識

（技術力）

タイプ項目例分野

事例ＰＦを活用した自治体システム改革の例
プラットフォー
ムの展開事例

仕様書
業務プロセス標準

ＸＭＬスキーマ標準

業務領域の

標準仕様書

仕様書
トランザクション仕様

認証仕様

技術領域の

標準仕様書

タイプ項目例分野

◆次世代地域情報プラットフォームの技術仕様等

指針セキュリテイポリシー、運用体制運用ルール

仕様書
Webサービス連携、アクセス管理

トランザクション管理、プロトコル

インターフェイス、データフォーマット

ネットワークの

標準仕様書

仕様書防災（映像伝送）、遠隔医療、教育
アプリケーション

連携標準仕様

タイプ項目例分野

◆公共ブロードバンドネットワークによる技術仕様等

◆地域情報化の先進的事例

ナレッジ
マネジメント
システム

ナレッジは、研修に
も活用

◆地域情報化の先進的事例及び総務省施策の情報等に関
　するデータベースを整備し、 全国からアクセスできるナレッジ
　マネジメントシステムを構築する。
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Ⅱ　最終報告に向けた検討課題Ⅱ　最終報告に向けた検討課題
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今 後 の 展 開現　　　　状

◆地域公共ネットワークの整備と連携

地域情報化への活用地域情報化への活用

　市町村内の公共施設を接続し、公共施設や、人の集まる施設に

設置したキヨスク端末やインターネットを経由して、住民に対し

て行政情報を提供

地域を超えて共通するアプリケーションについて全国での共有

が可能

防災、医療映像等の大容量で秘匿性の高いデータを高い信頼度

で流通させることが可能

都道府県と市町村のネットワーク接続もさらに促進

全国的な公共ネットワークの整備全国的な公共ネットワークの整備

ネットワーク統合により情報システムの共有が可能

ＴＶ会議システム等の活用で支所間での専門的対応が可能

防災、教育、生涯学習、医療などの新たな行政サービスの提供が

可能

自治体のシステム連携への活用自治体のシステム連携への活用

Ⅱ-① 地域公共ネットワークの今後の展開＞＞

◆市町村合併に不可欠な役割

地域公共ネットワークのさらなる整備促進地域公共ネットワークのさらなる整備促進

全国整備目標年次（2005年度）以降もさらなる整備が必要

特に過疎地域等では地域振興策の１つの柱として位置付け

耐災害性の確保にも留意
28



◆地域公共ネットワークと他メディアとの連携

Ⅱ-① 地域公共ネットワークの今後の展開＞＞

今 後 の 展 開現　　　　状

地域公共ネットワークの民間開放地域公共ネットワークの民間開放 地域公共ネットワークと多様なメディアとの連携地域公共ネットワークと多様なメディアとの連携

　一般家庭でのＣＡＴＶやブロードバンド（ラストワンマイル）環
境の整備を促進するために、地域公共ネットワークを下記の条件で
民間に開放。

条件不利地域等において、加入者系光ファイバ網施設整備事業と

　併せて地域イントラ事業を実施する場合

ＩＴビジネスモデル地区内において、地域イントラ事業等を実施

　する場合

ＣＡＴＶ事業者（地方公共団体又は第三セクターに限る。）へ開

　放することを前提として地域イントラ事業を実施する場合

結果的に未利用部分が生じた場合（届出等の簡易な手続きが必要）

◆地上デジタル放送等の多様なメディアの活用

身近なテレビをインターフェースとして利用するため、デジタ

　ルディバイド対策として有用

携帯電話への配信による災害時のプッシュ型の情報提供が可能

山間部や離島などの条件不利地域については、無線を活用した住

　民アクセス網の整備などが有効

公共施設や観光地等において、無線を活用したホットスポットの

　提供等ユビキタス環境の構築

◆無線を活用した住民アクセス等の整備
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◆遠隔医療の全国的な状況

遠隔医療プロジェクト実施数は平成９年度から１５年度にかけて二倍近い増加（平成９年度：遠隔医療プロジェクト実施数は平成９年度から１５年度にかけて二倍近い増加（平成９年度：

　　 151151プロジェクト　→　平成１５年度：プロジェクト　→　平成１５年度：288288プロジェクト）プロジェクト）

平成１５年度進行中の平成１５年度進行中の288288プロジェクトのうち、公的機関により運営されるプロジェクトがプロジェクトのうち、公的機関により運営されるプロジェクトが

　　 217217件。全医療機関の約１％で遠隔医療実施中件。全医療機関の約１％で遠隔医療実施中
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Ⅱ－② 医療アプリケーションの展開に向けて＞＞

２８８

　１９

　　０

　１０

　９４

　９９

　６６

Ｈ16年

１９１％１５１計

－　　０その他

－　　３歯科的領域

２００％　　５眼科的領域

３７６％　２５在宅医療・ケア

１３６％　７３遠隔病理診断

３３０％　２０遠隔画像診断

伸び率Ｈ10年

進行中プロジェクト件数の推移

病院

診療所

企業等

その他
203 21 8 56

0% 20% 40% 60% 80% 100%

継続プロジェクト施設種別

217 51 20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公的機関

民間機関

その他

継続プロジェクト公的・民間別

※平成15年度厚生労働省科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業
　「遠隔医療実施状況の実態調査に関する研究」（平成16年3月）より抜粋



◆遠隔医療の状況①
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Ⅱ－② 医療アプリケーションの展開に向けて＞＞

　ＣＴ、ＭＲＩ等の高度画像診断機器が地域病院（診療所も含め）に数多く導入　ＣＴ、ＭＲＩ等の高度画像診断機器が地域病院（診療所も含め）に数多く導入

される一方、画像診断技術の高度化・専門化により、放射線科専門医以外の一般される一方、画像診断技術の高度化・専門化により、放射線科専門医以外の一般

医がこれらの読影を全て行うのは困難な状況（例えば、大学病院では、放射線科医がこれらの読影を全て行うのは困難な状況（例えば、大学病院では、放射線科

専門医がＣＴ等の画像につき全て読影してコメントをつけており、主治医のコン専門医がＣＴ等の画像につき全て読影してコメントをつけており、主治医のコン

サルタント機能を果たしている。）。サルタント機能を果たしている。）。

　従来、地域病院においても、放射線科専門医に画像を宅急便で送付し、コメン　従来、地域病院においても、放射線科専門医に画像を宅急便で送付し、コメン

トを返送してもらったり、放射線科専門医に臨時で来てもらい、読影・撮影等のトを返送してもらったり、放射線科専門医に臨時で来てもらい、読影・撮影等の

指導をしてもらうなどの取組みが行われてきた。指導をしてもらうなどの取組みが行われてきた。

　その背景としては、放射線科専門医の数が少なく、大学病院や大きな公立病院　その背景としては、放射線科専門医の数が少なく、大学病院や大きな公立病院

等に集中している実態がある。等に集中している実態がある。

　近時、医用画像技術の標準化、アクセス回線のブロードバンド化などを背景と　近時、医用画像技術の標準化、アクセス回線のブロードバンド化などを背景と

して、ＩＴを活用した遠隔画像診断システムが導入されつつあるが、未だ一部のして、ＩＴを活用した遠隔画像診断システムが導入されつつあるが、未だ一部の

熱心な取組みに限られている状況。熱心な取組みに限られている状況。

１．遠隔画像診断

◆遠隔医療の状況②

Ⅱ－② 医療アプリケーションの展開に向けて＞＞

　術中迅速診断が中心となるが、大学病院の例では、術前に病巣の範囲が明確でな　術中迅速診断が中心となるが、大学病院の例では、術前に病巣の範囲が明確でな

い場合など一定の場合に術中病理診断が求められている。術中迅速診断は、再発防い場合など一定の場合に術中病理診断が求められている。術中迅速診断は、再発防

止や患者の身体への影響を可能な限り少なくするという意味で重要。止や患者の身体への影響を可能な限り少なくするという意味で重要。

　病理専門医は放射線科専門医以上に少なく、大学病院、大きな公立病院等に集中。　病理専門医は放射線科専門医以上に少なく、大学病院、大きな公立病院等に集中。

　遠隔病理診断は、標本を作成する臨床検査技師の技量の問題などがあるが、少な　遠隔病理診断は、標本を作成する臨床検査技師の技量の問題などがあるが、少な

い病理専門医が広い医療圏をカバーするために有用。い病理専門医が広い医療圏をカバーするために有用。

　眼・眼底の画像送信とテレビ会議による双方向のやりとりを遠隔で行うことによ　眼・眼底の画像送信とテレビ会議による双方向のやりとりを遠隔で行うことによ

り、網膜硝子体疾患など専門的な対応を要する疾患について、診断とともに手術のり、網膜硝子体疾患など専門的な対応を要する疾患について、診断とともに手術の

要否など診療方針の決定を行う。要否など診療方針の決定を行う。

　北海道のアンケートでも、遠隔診断を満足とする患者は　北海道のアンケートでも、遠隔診断を満足とする患者は2121例中例中1919例（例（9090％）で、％）で、

どちらでもないが２例（どちらでもないが２例（1010％）。満足の理由は、「遠方まで出向かなくてよい」が％）。満足の理由は、「遠方まで出向かなくてよい」が

７例で、「専門医に診てもらえる」が９例。７例で、「専門医に診てもらえる」が９例。

２．遠隔病理診断

３．眼科における遠隔診断

32



◆公的医療分野での遠隔医療の方向性と論点
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Ⅱ－② 医療アプリケーションの展開に向けて＞＞

　専門医による遠隔画像診断、遠隔病理診断等により、全国いかなる地域においても診断の　専門医による遠隔画像診断、遠隔病理診断等により、全国いかなる地域においても診断の
高度化を進めることが必要高度化を進めることが必要

　遠隔医療は実用段階にあり、国、都道府県、市町村の医療行政上遠隔医療をどう位置付け、　遠隔医療は実用段階にあり、国、都道府県、市町村の医療行政上遠隔医療をどう位置付け、
体制を構築していくかの検討が必要体制を構築していくかの検討が必要

　特に、公立病院のネットワーク化を進める上で遠隔医療をどう活用できるかの検討が必要　特に、公立病院のネットワーク化を進める上で遠隔医療をどう活用できるかの検討が必要

　回線速度を低コスト・高セキュリティで確保することが遠隔医療実施の重要な前提となる　回線速度を低コスト・高セキュリティで確保することが遠隔医療実施の重要な前提となる
ため、公立病院を中心とした遠隔医療への地域公共ネットワークの活用方策について検討すため、公立病院を中心とした遠隔医療への地域公共ネットワークの活用方策について検討す
ることが必要ることが必要

　セキュリティの確保、遠隔医療のソフトの互換性の確保により、県域等を超えた連携やマ　セキュリティの確保、遠隔医療のソフトの互換性の確保により、県域等を超えた連携やマ
ルチベンダ環境を整備することが必要ルチベンダ環境を整備することが必要

　地域医療の質的向上の緊急性から、当面遠隔医療のあり方を検討し、電子カルテについて　地域医療の質的向上の緊急性から、当面遠隔医療のあり方を検討し、電子カルテについて
はその後検討はその後検討

　以上を様々な角度から検討するための部局を超えた検討体制を設けることが必要　以上を様々な角度から検討するための部局を超えた検討体制を設けることが必要

１．地域医療高度化のための遠隔医療の展開

２．地域公共ネットワークの活用

３．相互運用性の確保

４．その他

平成1６年９月１日現在　４４医療機関が参画　
香川県医務国保課資料より　

平成1６年９月１日現在　４４医療機関が参画　
香川県医務国保課資料より　

○阿部内科眼科医院
○大島青松園
○香川大学医学部附属病院
○県立中央病院　　
○かつが整形クリニック
○亀井内科呼吸器科クリニック
○木太三宅病院
○キナシ大林病院
○木村内科呼吸器科医院
○小西耳鼻咽喉科医院
○高松歯科診療所
○高松赤十字病院
○伊達病院
○田原内科医院

高松保健医療圏高松保健医療圏

○大石整形外科医院
○県立白鳥病院
○県立津田病院
○溝渕内科循環器クリニック　
　
　　　　（計４機関)

大川保健医療圏大川保健医療圏

○綾上診療所
○岩佐病院
○宇多津クリニック

○永生病院

○回生病院　　　　　

○香川労災病院

○国立善通寺病院　　

○坂出聖マルチン病院

○陶病院

○滝宮総合病院

○宮野病院　　　　　　

○山本医院　
　　　（計１２機関）

中讃保健医療圏中讃保健医療圏

○石川医院
○永康病院
○香川井下病院　 　
○高室医院
○松井病院
○三豊総合病院　　　　　
　　　（計６機関)

三豊保健医療圏三豊保健医療圏

○町立内海病院
　　　　（計１機関)

小豆保健医療圏小豆保健医療圏

県外の医療機関県外の医療機関

○中林病院（兵庫県）
　　　　　（計１機関)

○直島町立診療所
○中空医院
○附属三宅病院
○松原医院
○宮武耳鼻咽喉科クリニック
○栗林病院
　　　　　　　　（計２０機関)

新

◆かがわ遠隔医療ネットワーク（略称：K-MIX）参加医療機関

Ⅱ－② 医療アプリケーションの展開に向けて＞＞
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●福島県猪又病院
●青森県まちだ内科・眼科

●札幌厚生病院
●札幌メモリアル眼科
●札幌徳洲会病院
●札幌社会保険総合病院

●岩見沢労災病院

●苫小牧王子病院

●静内町立病院

●ふらの西病院

●●釧路赤十字病院
●●釧路脳神経外科病院
●星が浦病院

●新日鐵室蘭総合病院

◎中国南京中医薬大学

◎旭川医大遠隔医療センター（全診療科）

●旭川高砂台病院
●市立旭川病院
●旭川森山病院

◎旭川医大遠隔医療センター（全診療科）

●旭川高砂台病院
●市立旭川病院
●旭川森山病院

市立根室病院（全診療科）市立根室病院（全診療科）

●美幌町立国保病院
　　（講演などを受信するシステムを完備）

●美幌町立国保病院
　　（講演などを受信するシステムを完備）

●余市協会病院

●斜里町国保病院

・

・
・

・
・
・

･

・

・

・
・

・・

●名寄市立総合病院

・

●士別市立総合病院

●眼科　　●産科
●病理　　●放射線

　　　　米国ボストン市
　　　　ハーバード大学
◎スター国際遠隔医療センター

●滝川市立病院

・

●黒松内町国保病院

・

●美深厚生病院 ●中頓別町国保病院

・

●芽室町立病院

・

●函館五稜郭病院

・

・・
・

●中標津脳神経外科

●北見赤十字病院

・

◆旭川医大遠隔医療センター支援ネットワーク

Ⅱ－② 医療アプリケーションの展開に向けて＞＞

平成1６年１２月現在　３１医療機関と接続　
旭川医大資料より　

平成1６年１２月現在　３１医療機関と接続　
旭川医大資料より　
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◆旭川医大遠隔医療センター診療科別利用実績

Ⅱ－② 医療アプリケーションの展開に向けて＞＞

1999～2004年度　旭川医大資料より1999～2004年度　旭川医大資料より
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運用している
１９団体のうち

運用している
１２団体のうち

有効回答３８団体
のうち

◆◆ 「レガシー改革・汎用機のダウンサイジング」が大きな動きとなる予感「レガシー改革・汎用機のダウンサイジング」が大きな動きとなる予感

汎用機運用　都道府県３８団体中　汎用機運用　都道府県３８団体中　３３団体３３団体　　政令市１３団体　　　政令市１３団体　 １２団体１２団体　　特別区２３団体　　特別区２３団体 　　１９団体１９団体
　　　　　　うち改革指向１９団体　　　　　　　　　うち改革指向　　　　　　うち改革指向１９団体　　　　　　　　　うち改革指向 ６団体　　　　６団体　　　　 うち改革指向１３団体うち改革指向１３団体

　　　　　　　　　※有効回答３８団体　　　　　　　　　　　　　＜汎用機運用に区分されない１団体　　　　＜汎用機運用に区分されない　　　　　　　　　※有効回答３８団体　　　　　　　　　　　　　＜汎用機運用に区分されない１団体　　　　＜汎用機運用に区分されない４団体４団体
　　　　　　　　　＜汎用機運用に区分されない５団体のうち　　　　→アウトソーシングで汎用機運用＞　　　　→うち２団体はオープン化　　　　　　　　　＜汎用機運用に区分されない５団体のうち　　　　→アウトソーシングで汎用機運用＞　　　　→うち２団体はオープン化（葛飾区（人口（葛飾区（人口4343万人）、万人）、
　　　　　　　　　　石川県はオープン化済み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千代田区）、うち２団体は　　　　　　　　　　石川県はオープン化済み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千代田区）、うち２団体はアウトソーシングでアウトソーシングで
　　　　　　　　　　群馬県は当初よりアウトソーシング＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汎用機運用＞　　　　　　　　　　群馬県は当初よりアウトソーシング＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汎用機運用＞

政令指定市 特別区

汎用機を運用し
ている

汎用機をなくす
必要がある

１２団体 １９団体

６団体

１３団体

どちらとも
言えない

なくす必要
がある

必要なし 必要なし

なくす必要
がある

どちらとも
言えない

運用している 運用している

運用していない 運用していない

１団体

５団体

４団体

２団体

１団体 ４団体

37

運用していない

運用している

分野に応じて
移行すべき

全面的に　
移行すべき

１８団体
１９団体

３３団体

５団体

未回答
１団体

都道府県

Ⅱ－③ 自治体におけるレガシー改革について＞＞

（平均コスト：4.9億円） （平均コスト：16.0億円） （平均コスト：6.0億円）

※※

◆都道府県・政令指定都市・特別区におけるレガシー改革の動向

■ ＴＣＯの削減

１業務システムあたりのコストを削減１業務システムあたりのコストを削減

競争入札やマルチベンダー化による「ベンダー間競争」でコストを削減競争入札やマルチベンダー化による「ベンダー間競争」でコストを削減

■ 電子自治体対応、外部システムとの連携対応

基幹システムと住民系フロントシステム（電子申請など）との連携基幹システムと住民系フロントシステム（電子申請など）との連携

外部システム（国、民間企業、等々）との連携外部システム（国、民間企業、等々）との連携

■ ２００７年問題への対応

レガシーを開発・保守してきたベテラン技術者が引退、システム維持が困難レガシーを開発・保守してきたベテラン技術者が引退、システム維持が困難

38

Ⅱ－③ 自治体におけるレガシー改革について＞＞

◆自治体におけるレガシー改革の必要性について（オープン系への移行）

■ レガシーシステムの改修の困難性

いわゆるスパゲッテイ状態となっており、改修する場合期間とコストがいわゆるスパゲッテイ状態となっており、改修する場合期間とコストが

　非常にかかる　非常にかかる



◆自治体におけるレガシー改革の課題

■ 既存システム上のデータ移行の困難さ

独自のデータ構造、コード体系、外字、等々独自のデータ構造、コード体系、外字、等々

データ移行コストデータ移行コスト

■ オープン系システムの稼働実績が不明確

基幹システムがオープン系で対応できるか不安（可用性、処理性能）基幹システムがオープン系で対応できるか不安（可用性、処理性能）

■ 新規技術の理解不足

最新の情報技術等の知識・経験の不足から、ベンダー主導の開発となる最新の情報技術等の知識・経験の不足から、ベンダー主導の開発となる
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Ⅱ－③ 自治体におけるレガシー改革について＞＞

◆自治体におけるレガシー改革の課題の解決に向けて

■ データ移行の為のＤＲＭの定義
「基幹システム内部のデータ構造の標準化」を念頭に、既存システム上「基幹システム内部のデータ構造の標準化」を念頭に、既存システム上の　の　

データデータをあるべきシステムに移行するためのをあるべきシステムに移行するためのDRMDRMを定義を定義

定義に基づいたデータ移行を行うことで、標準化されたデータ体系を比較的定義に基づいたデータ移行を行うことで、標準化されたデータ体系を比較的

容易に達成容易に達成

■ オープン系システムの稼働実績等の評価

基幹システム基幹システムををオープン系オープン系に移行した自治体の稼働実績等を評価・公開に移行した自治体の稼働実績等を評価・公開

■ 「脱レガシー」技術によるシステム調達

自治体側で個別にシステムの技術要素を気にせずシステム調達できる環境の自治体側で個別にシステムの技術要素を気にせずシステム調達できる環境の

　　 整備（技術面の評価や標準化等は、個々の自治体で実施せず、共同で対応）整備（技術面の評価や標準化等は、個々の自治体で実施せず、共同で対応）

自治体ＳＥに対する技術研修自治体ＳＥに対する技術研修
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Ⅱ－③ 自治体におけるレガシー改革について＞＞
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Ⅱ－④ 地域情報化推進体制の強化＞＞

各自治体におけるネットワークやシステムの整備は、現在、大手ＩＴ企業のみならず、各自治体におけるネットワークやシステムの整備は、現在、大手ＩＴ企業のみならず、

地域ＩＴ企業も大きく関与。したがって、地域情報化の企画・運用のいずれの段階にお地域ＩＴ企業も大きく関与。したがって、地域情報化の企画・運用のいずれの段階にお

いても、総務省と自治体の連携に加え、大手・地域ＩＴ企業を含めた連携が不可欠。いても、総務省と自治体の連携に加え、大手・地域ＩＴ企業を含めた連携が不可欠。

特に、「共同アウトソーシングの推進」、「次世代地域情報プラットフォーム」によ特に、「共同アウトソーシングの推進」、「次世代地域情報プラットフォーム」によ

り、①新たな情報サービスの創出（電子自治体、官民ポータルなど）、②アウトソーシり、①新たな情報サービスの創出（電子自治体、官民ポータルなど）、②アウトソーシ

ングの促進、③マルチベンダ化、④レガシーシステムのオープン化などが急速に進展すングの促進、③マルチベンダ化、④レガシーシステムのオープン化などが急速に進展す

る見込み。このため、大手・地域ＩＴ企業は、新たなビジネスモデルへの変革が求めらる見込み。このため、大手・地域ＩＴ企業は、新たなビジネスモデルへの変革が求めら

れる。れる。

一方、このような連携をきめ細かく進めていくためには、国レベルのみならず、それ一方、このような連携をきめ細かく進めていくためには、国レベルのみならず、それ

に連動した総合通信局レベルでの取組みが効果的。総合通信局は、各ブロックの都道府に連動した総合通信局レベルでの取組みが効果的。総合通信局は、各ブロックの都道府

県とも連携しつつ、①自治体に対する研修・情報提供、②地域ＩＴ企業との連携等を強県とも連携しつつ、①自治体に対する研修・情報提供、②地域ＩＴ企業との連携等を強

化することが必要。化することが必要。

◆地域情報化推進体制に関する方向性
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「地域における情報化の推進に関する検討会」（第４回）議事要旨 

 

 

１ 開催日時 

  平成１６年１２月２０日（月）１０時～１２時 

 

２ 開催場所 

  総務省７階省議室 

 

３ 出席者 

（１）構成員等 

浅野睦八（大歳委員代理）、飯泉嘉門、大山永昭、小笠原倫明、小野功（庄山

委員代理）、斉藤忠夫、清水康敬、菅谷実、須藤修、辻正、野中一二三、丸田

一（國領委員代理）（五十音順・敬称略） 

（２）オブザーバー等 

文部科学省：土屋企画官 

厚生労働省：新村医療技術情報推進室長 

消防庁：渡邉防災課防災情報室長 

総務省：青木地域企業系企画室長、江村地域放送課長 

全国自治体病院協議会：植田業務第一部長 

葛飾区：土肥課長 

高度ＩＴ人材アカデミー：佐々木次長 

（３）総務省 

鈴木政策統括官、久保審議官、松井審議官、その他 

 

４ 議事概要 

事務局等よる各事業に関する概要説明の後、意見交換が行われた。 

 

５ 意見交換の概要 

（１）地域情報化全般 

● 地域情報化の俯瞰では、WHY・WHAT といった課題が明確になっていることは

大変わかりやすいが、誰がいつまでにやるのかといった部分を明示するべき

である。 

● 今までの地域の情報化は地方公共団体中心の取組であったが、地域活動によ

る情報化の取り組みについても視野に入れた検討をお願いしたい。 

 

（２）次世代地域情報プラットフォーム 

● 地方財政は厳しくなる。地域情報化プラットフォームの構築施策などでは、

人的・予算的リソースの集中を図るなど国による強力な推進をお願いしたい。 

● 次世代地域情報プラットフォーム推進に関しては、地方公共団体に配慮し、

複数の移行プランを用意する必要がある。 



 －2－

● ＸＭＬスキーマの開発は重要なことであるが、行政のスキーマと建設や土木

など民間が自主的にやるスキーマが存在することになるので、標準化の調整

をする会合（ギャラリー）の作り方を考える必要がある。 

● システムの運用コストを下げることは重要なことであり、次世代地域情報プ

ラットフォームや共同アウトソーシングへの取り組みには賛成。特に自治体

にとっては、財政的な投入時機などを明確にするためのロードマップが必要。 

● 共同アウトソーシングやプラットフォームの標準化に当たっては、様々な人

の意見を聞くことは当然重要だが、その結果、複雑な内容にならないように

留意してほしい。 

 

（３）全国公共ブロードバンドネットワーク（防災、医療） 

● 地震や台風などの災害情報のデータが県や市町村へスムースに流れるよう

な仕組みを作ってもらいたい。 

● ネットワークインフラについては、ＣＡＴＶなど地域のネットワークや多様

なメディアのとの連携が必要。全てをデジタル化すれば、様々なメディアに

おける情報伝達が可能となるので、連携を考えて欲しい。 

● 市町村防災行政無線の完全普及を目指しているが、無線・有線のどちらにも

共通していえることは、電力の供給を確保することが不可欠であり、非常用

発動発電機などの整備についての配慮が必要。 

● 地方における医師不足は深刻な問題であり、過疎医療の対処策として遠隔医

療を実現する必要がある。 

● 遠隔医療の問題については、既に実験ではなく実運用のフェーズにあるが、

HPKI やセキュアネットワークなど、安全性の確保の検討が必要。 

● 防災も医療も、行政情報としての位置づけの明確化と、アプリケーションの

開発の試行で留まることなく実用化を伴う取り組みになることを期待する。 

 

（４）レガシー改革 

● レガシーの刷新については基本的に賛成だが、レガシーを全て入れ替えるこ

とが最適化かというと疑問な部分もある。膨大な規模の組織では、オープン

系への入れ替えについては、配慮が必要である。 

● レガシー改革については、長期的にプロセスを考え、例えば、データについ

ては、「まずはデータ交換からスタートして、次のステップでデータ共有」

といった考え方をすればよい。 

● レガシー刷新に関する方針を早期に国から提示して欲しい。 

 

（５）ＣＩＯ教育 

● 自治体ＣＩＯの育成については、自治体の大きさによって教育に関するパタ

ーンが分かれると思われる。また、チームや役割分担についても、いくつか

のパターンに分かれると思う。 

● 自治体ＣＩＯに関しては、人材のスキル及び知識が向上し、ＣＩＯ自らがシ

ステム等のチェックができるようなスタイルを望む。 
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（６）地方自治体や地方企業への配慮 

● 共同アウトソーシングや国・地方連携システムの構築といった取り組みは、

今までの情報システムの体系を大きく変えるものであり、知事会としても支

援して行きたい。 

● 共同アウトソーシングなどの考えは、経費削減の対応として有効である。今

までは、個々にシステム化を図ってきたため、無駄が多いことから、都道府

県間の競争ではなく、国として取り組むことは重要である。 

● 市町村合併が進んでいるが、ＩＴ化の先進自治体と遅れをとっている自治体

との合併の際には両者のレベルをそろえるために、合併特例債のうち１／３

もの予算を情報化のために使うことになる場合もある。レベルの均一化に対

して、国として財政的な支援を検討して欲しい。 

● まだ地方では携帯電話や移動テレビへの対応が遅れているところもあり、単

一のネットワーク基盤ではリスクが高く、多様なインフラの相互利用に対す

る支援をお願いしたい。 

● 東京の議論と地域の利便性が一致しないことがある。地域ベンダーは地域住

民でもあり、新たなシステムを作る場合にも参入することが必要だが、コス

ト面等から大手には太刀打ちできないので、何らかの配慮が欲しい。 

 

（７）地域情報化の評価指標 

● 地域情報化の総合評価については、必要な取り組みであることから、評価手

法の確立を早期にお願いしたい。いきなり完全なものでなくて良いので、ま

ず立ち上げて、暫時、修正を加えればよい。 

● 地域情報化の評価指標は運営側と使う側との両方の視点での評価が必要で

あり、それらによって、国際的な評価も高くなると考えられる。 

 

（８）その他 

● 地上デジタル放送を住民との双方向の通信手段として自治体等で活用する

ような取り組みを検討してもらいたい。 

● OECD の調査など、学力低下が問題になっているが、日本の子どもはＩＴの

活用力も特に低い。ＩＴの活用についても教育する必要がある。 

● 現在の日本においては、携帯電話が諸外国に比べて群を抜いて普及している

ことから、子供の安全性の確保などに携帯電話を有効に活用するようなこと

を検討すべきである。 

● 本日のような検討会は非常に有益なことであるが、こうした内容を住民に伝

えることが重要であることから、マスメディアを活用するなどして地域住民

の意見を取り入れる体制にして欲しい。 

● 地方自治体の説明責任は、今後益々大きくなる。ＩＣＴ活用についてＣＩＯ

の果たす役割も大きくなる。評価指標とあわせＩＣＴに関する内部統制シス

テムが必要になる。 

以上 


